
              有珠小学校いじめ防止基本方針  

                  平成２７年  ４月１日施行  

                       平成３０年１０月１日改訂  

平 成 ３ 

平 成 ３ 

いじめの防止等に関する基本認識  

〔いじめの定義〕  

◆いじめとは、児童生徒と一定の人間関係のある他の児童生徒が行う心理的または物理的な

影響を与える行為（インターネットを通じて行われる行為も含む）であって、その行為を

受けた児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。  

◆「けんか」や「わるふざけ」であっても、見えない所で発生している場合もあるため、背

景にある事情の調査を行い、児童生徒に感じる被害者に着目し、いじめに該当するか否か

を判断するものとする。  

〔いじめの禁止〕  

・いじめは絶対に許されない行為であり、すべての児童生徒はいじめを行ってはなりません。 

〔いじめの解消〕  

 ・いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることができません。  

・いじめが「解消している」状態とは、少なくとも２つも要件が満たされている必要があり

ます。  

ただし、必要に応じ、被害児童生徒と加害児童生徒との関係修復状況など他の事情も勘案

して判断するものとする。  

①いじめに係わる行為が止んでいること  

◆被害児童生徒に対する心理的または物理的な影響を与える行為（インターネットも含む  

が止んでいる状態が相当の期間継続していること。（少なくとも３ヶ月を目安）  

◆いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この  

目安にかかわらず、市及び学校におけるいじめ防止等の対策のための組織の判断で長期  

の期間を設定するものとします。  

②被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと  

◆いじめに係わる行為が止んでいるかどうかを判断する時点で、被害児童生徒がいじめの

行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。    

・ 被 害 児 童 生 徒 本 人 及 び 保 護 者 に 対 し 、 心 身 の 苦 痛 を 感 じ て い な い か ど う か を

面 談 等 に ]よ り 確 認 す る 。  

・ い じ め の 解 消 の 見 極 め に 当 た っ て は 、 学 校 や 保 護 者 の ほ か 、 学 校 に お け る い

じ め の 防 止 等 の 対 策 の た め に 組 織 を 活 用 し 、必 要 に 応 じ て ス ク ー ル カ ウ ン セ

ラ ー な ど を 含 め た 集 団 で 判 断 す る 。  

  

２いじめの基本理念〔いじめ防止対策推進法  第３条より〕  

〇 い じ め の 芽 は 、全 て の 児 童 生 徒 に 生 じ う る と い う 緊 張 感 を 持 ち 、児 童 等 が 安  

心 し て 学 習 そ の 他 の 活 動 に 取 り 組 む こ と が で き る よ う 、学 校 の 内 外 を 問 わ ず



い じ め が 行 わ れ な い よ う に す る こ と 。  

  〇 全 て の 児 童 等 が い じ め を 行 わ ず 、 及 び 他 の 児 童 等 に 対 し て 行 わ れ る い じ め を

認 識 し な が ら こ れ を 放 置 す る こ と が な い よ う に す る た め 、 い じ め が 児 童 等 の

心 身 に 及 ぼ す 影 響 そ の 他 の い じ め の 問 題 に 関 す る 児 童 生 徒 の 理 解 を 深 め る こ

と 。  

  〇 い じ め を 受 け た 児 童 等 の 生 命 及 び 心 身 を 保 護 す る こ と が 最 も 重 要 で あ る こ と  

を 認 識 し 、 学 校 、 地 域 住 民 、 家 庭 そ の 他 の 関 係 者 の 下 、 い じ め の 問 題 を 克 服  

す る こ と  

  ◆ い じ め を 受 け た 児 童 生 徒 に も 、 何 ら か の 原 因 が あ る 、 責 任 が あ る と い う 考 え  

方 は あ っ て は な ら な い こ と 。  

  ◆ け ん か な ど 交 友 関 係 か ら 生 じ た ト ラ ブ ル や い じ め の 問 題 を 解 決 し 、 人 間 関 係  

を 修 復 し て い く 力 を 身 に 付 け さ せ る こ と 。  

 

３  学校及び教職員の責務  

   〇学校は、児童生徒の些細な変化・兆候にも注意し、いじめを看過したり軽視したりする

ことなく、積極的にいじめの認知に努める。  

  〇教職員は、いじめを発見した場合等は、学校いじめ対策組織に報告し、組織的な対応を

繋げるとともに被害児童生徒を徹底して守り通します。  

  〇教職員は、自らの不適切な言動等によりいじめを助長することのないようにする。  

    

４  いじめの防止等の基本的な考え方  

（１）児童が心豊かに生活できる環境づくりに努める。  

（２）いじめ防止に取り組む組織を設置し、未然防止、早期発見、早期対応を組織的に推進す

る。  

（３）アンケート調査と連動した定期的な教育相談を実施するなどして児童一人一人実態把握

に努める。  

（４）児童がいじめの問題を主体的に捉え、その防止に向けて行動するよう指導する。  

（５）校区の中学校や保護者、地域と連携を図り、いじめの防止に関する取組を地域ぐるみで

展開する。  

（６）本方針及び具体的な対策等については、学校便り等で情報を発信し、いじめ防止の啓発

に努める。  

５  いじめの未然防止、早期発見・早期対応のための取組  

（１）いじめの未然防止等の対策のための組織の設置  

   いじめ防止等を実効的に行うため、次のとおり「いじめ防止対策委員会」を設置し、必

要に応じて委員会を開催する。  

①構成員  

   校長、教頭、生徒指導部（１名）、教務部（1 名）、当該学級担任、養護教諭、市  スク  

ールカウンセラー、ＰＴＡ代表（会長）、学校運営協議会委員（会議は４月・７月・1１

月・２月）  



  ②活動  

 （ア）いじめの早期発見に関すること。（アンケート調査、教育相談等）  

   （イ）いじめの防止に関すること。  

  （ウ）認知したいいじめの事案の対応に関すること。  

  （エ）いじめの問題に係る児童（生徒）理解に関すること。  

  ③開催  

   （ア）必要に応じて年間１～２回を定例会とする。  

 （イ）いじめの重大事案が発生したときは、臨時に開催とする。  

（２）いじめの防止のための定期的なアンケート調査等の実施  

（ア）年２回（５月・１０月）にアンケート調査を実施する。  

 （ イ ） ア ン ケ ー ト 結 果 を 教 職 員 に 公 表 し 、 指 導 方 法 な ど 交 流 す る 。  

（３）いじめの相談体制の整備  

  ①適切な教育相談の設定  

   ②スクールカウンセラーの活用  

   ③いじめ相談電話等の公共相談機関の周知  

（４）いじめの防止等に係る教職員の資質向上  

  いじめの防止等のための対策に関する研修を実施し、いじめの問題の対応に向けた教職員の  

スキルアップを図る。   

（５）インターネットを通じて行われるいじめに関する対応  

    児童及び保護者を対象にフェルタリング教室や情報モラル研修会等を行う。  

（６）いじめ（事案）の具体的な対応  

   ①いじめに関して緊急度の高い相談を受けた場合は、速やかに事実の確認を行う。  

②いじめの事案が確認された（認知された）場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止す

るために、いじめを受けた児童とその保護者に対する配慮・支援とともにいじめを行った

児童への指導とその保護者への助言を行う。  

  ③いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるために必要があると認められたときは、 

適切な措置を講ずる。     

   ④いじめの事案が確認された場合、いじめを受けた児童の保護者及びいじめを行った児童の  

保護者に事実経過等に関する情報を速やかに伝えるとともに、両者の関係改善に向けて、 

継続的に必要な措置を講ずる。  

   ⑤犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び伊達警察署等と連携  

して対処する。  

（７）重大事案への対処  

   児童の生命、心身に重大な被害が生じた疑いがあると認めたとき、又は相当な期間（年間  

３０日を目安とするが、本人の状況・実態に応じて判断する）学校を欠席することを余儀  

なくされている疑いがあると認めるときは、次の対処を行う。  

①重大事態が発生した旨を、伊達市教育委員会に速やかに報告する。  

②当該事態の調査を行うための組織（校内問題行動対策委員会）を設置して迅速かつ適切に

対処する。  

   ③当該事態の調査の実施は、事実と向き合い、当該事態への対処とともに、同種の事態の発  

生防止を図ることを目的として行う。  

      



 ④調査結果については、いじめを受けた児童及びその保護者に対して、事実経過等に関する  

情報を提供する。   

 ⑤調査結果は、伊達市教育委員会に報告する。  

 

６  学校いじめ基本方針の評価等について  

（１）本方針に基づき、次のことについての年間計画を作成する。  

   ①児童と向き合う時間の確保に努め適切な学級経営に取組  

   ②校内研修の取組  

  ③いじめへの対応に係る教職員の資質向上の取組  

  ④いじめの早期発見・いじめの対処に関する取組  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  有 珠 小 学 校  ～  い じ め 防 止 年 間 計 画  

   月                    学  校 ・ い じ め 防 止 対 策 委 員 会  

 

   ４   い じ め 防 止 基 本 方 針 作 成 （ 見 直 し ）         引 継 情 報 等 の 共 有  

い じ め 防 止 年 間 計 画 作 成 （ 職 員 会 議 の 中 で ）     

参 観 日 ・ 教 育 相 談  

職 員 会 議 で の 情 報 交 換                第 １ 回 学 校 運 営 協 議 会  

（ 兼 ～ 対 策 会 議 ）  

 

   ５   職 員 会 議 で の 情 報 交 換   

 

６   い じ め 調 査  

第 １ 回 い じ め ア ン ケ ー ト                    

職 員 会 議 で の 情 報 交 換                    

 

７   い じ め ア ン ケ ー ト 結 果 公 表              第 ２ 回 学 校 運 営 協 議 会  

                                        （ 兼 ～ 対 策 会 議 ）  

職 員 会 議 で の 情 報 交 換                  参 観 日 ・ 教 育 相 談  

 

   ８    職 員 会 議 で の 情 報 交 換   

 

   ９    職 員 会 議 で の 情 報 交 換   

 

  １ 0  い じ め 防 止 に 関 す る 集 会 （ 仲 良 し ）  

【 児 童 会 】                            個 人 懇 談 会 （ 保 護 者 ）  

職 員 会 議 で の 情 報 交 換                  

 

１ １    い じ め 調 査  

   第 ２ 回 い じ め ア ン ケ ー ト          第 ３ 回 学 校 運 営 協 議 会  

職 員 会 議 で の 情 報 交 換           （ 兼 ～ 対 策 会 議 ）  

    

１ ２    い じ め ア ン ケ ー ト 結 果 公 表  

職 員 会 議 で の 情 報 交 換                  参 観 日 ・ 教 育 相 談  

 

１    職 員 会 議 で の 情 報 交 換   

 

２    職 員 会 議 で の 情 報 交 換 と 基 本 方 針 見 直 し     参 観 日 ・ 教 育 相 談  

（ い じ め 防 止 取 組 状 況 報 告 ）              第 ４ 回 学 校 運 営 協 議 会    

（ い じ め 防 止 基 本 方 針 見 直 し ）       （ 兼 ～ 対 策 会 議 ）  

    

３    職 員 会 議 で の 情 報 交 換 （ 学 級 経 営 反 省 会 ）      中 学 校 へ 引 き 継 ぎ  

 



 

                       有珠小学校いじめ防止全体計画  

                               学  校  目  標    

１  進 ん で 学 習 す る 子 ど も  ２  思 い や り の あ る 子 ど も  ３  た く ま し い 子 ど も  

 

 

                      学 校 い じ め 防 止 基 本 方 針  

     ◎  い じ め は 絶 対 に 許 さ な い 。       

◎  い じ め を 絶 対 に 見 逃 さ な い 。       

◎  教 職 員 、児 童（ 生 徒 ）、保 護 者 が 一 丸 と な っ て い じ め 防 止 に 取 り 組 む 。 

 

 

                        年  間  活  動  計  画  

     ○ ４ 月：年 間 計 画 作 成   ○ 随 時：情 報 交 換  ○ ２ 月：次 年 度 計 画（ 見 直 し ） 

 

 

                     い  じ  め  防  止  対  策  委  員  会  

                           随 時 ： 重 大 事 案 認 知 時  

 

 

                          学 年 ・ 学 級 経 営  

                        支持的風土のある学年・学級                                                        

多 く の 教 員 に よ る 児 童 観 察 と 情 報 の 共 有  

 

 

      未  然  防  止        早  期  発  見        早  期  対  応  

・ い じ め 防 止 集 会 (児 童 )   ・ 定 期 的 い じ め ア ン ケ ー ト    ・ 情 報 交 換 で の 事 実 提 供  

・ 道 徳 の 時 間 を 活 用        実 施 （ 年 ２ 回 ）           ・ い じ め 問 題 へ の ケ ア  

・ い じ め を 考 え る 日      ・ 教 育 相 談 、 個 人 懇 談        ・ 事 実 関 係 の 把 握 (担 任 )  

（ 学 級 活 動 の 中 ）       ・ い じ め 相 談 電 話 の 周 知      ・ 保 護 者 と の 連 携  

・ 学 校 便 り 等 で の 啓 発   ・ 子 ど も と 向 き 合 う 時 間 確 保  ・ 情 報 の 記 録 ・ 周 知  

                        の 工 夫                 ・ 報 告 .連 絡 .相 談 の 徹 底  

 

 

                        重  大  事  態  発  生  

   事 実 関 係 の 把 握 ・ 情 報 の 収 集 及 び 記 録  

   学 校 全 体 で の 実 態 の 分 析 ・ 判 断  

   必 要 に 応 じ て 教 育 委 員 会 へ の 報 告  

   校 内 問 題 行 動 対 策 委 員 会 の 設 立 、詳 細 調 査 の 実 施【 児 童（ 生 徒 ）の 心 情 に 留 意 】 

   犯 罪 行 為 等 に つ い て は 、 伊 達 警 察 署 や 児 童 相 談 所 と 連 携  

   継 続 的 な 支 援  



 


